
事 務 連 絡 

令和２年 12 月 25 日 

各局等 工事主管課長 殿 

財務局 建築保全部 技術管理課長     

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 

の改訂について（参考送付） 

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言解除を踏まえた工事及び設計業務等の対応につ

いて」（令和２年５月25日付２財建技第56号）を通知し対応をお願いしているところですが、令和２年

８月26日に参考送付した国土交通省の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ

ン（令和２年８月25日改訂版）」が「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令

和２年12月24日改訂版）」に改訂されましたので、ご参考にお知らせします。 

なお、各局におかれましては受注者に周知していただき、引き続き新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止対策の徹底をお願いします。 

記

１ 添付書類 

 〇令和２年12月 24日付事務連絡 

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について 

 〇参考１ 

「寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について（内閣官房新型コロナウイルス感染症対

策推進室）」 

 〇参考２ 

「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について（厚生労働省労

働基準局長）」 

２ 主な改定内容 

（１）寒冷な場面における適切な換気等について追記 

 「３．講じるべき具体的な対策」について、今般、内閣官房及び厚生労働省から発出された

事務連絡及び通知（添付の参考１、参考２）等を踏まえ、寒冷な場面における適切な換気等に

ついて追記。 

（２）チェックリストの項目を追加 

「別紙４-1：職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリス

ト」において、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るチェ

ック項目の追加。 



（３）リーフレットの追加 

別紙８：感染リスクが高まる「５つの場面」 

別紙９：寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント 

別紙１０：冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 

別紙１１：外国人労働者の皆さんにも「正しく伝わっていますか？」 

担 当 

財務局 建築保全部 技術管理課 建築技術担当（内27-641） 

土木技術担当（内27-646） 



別紙
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